
秋のうすき食フェス ～come comeストリート～ 

出店規約 

 

 

 

１ 概要 

今年の「秋のうすき食フェス」は日本の主食として長きにわたって親しまれている「お米」

をメインに開催します。臼杵市産のおいしい「お米」の地産地消とＰＲを行い、市内外の多く

の皆様に楽しんでいただき、臼杵市の農業・商業・観光業それぞれの産業の特色を活かしたフ

ェスを開催します。 

 

２ 出店資格・要件 

（１）原則、出店は市内に住所を有する事業者とします。 

（２）暴力団員、暴力団関係者及びそれに類する団体に所属する者、またそれらの者と 

密接な関係にある者の申込はできません。 

（３）代表者が２０歳未満である団体の申込はできません。 

（４）メインとなる「お米」使用商品を１種類用意して「出店申込書」提出時に写真の電子デ

ータも提出してください。（メール送信 可） 

その他の料理や飲み物についての販売に制限はありません。 

（５）過去５年間において、食中毒や食品衛生上の問題等で行政処分を受けていない者及び業

者に限ります。 

（６）商品を包装する場合は食品表示法に基づく一括表示が必要です。 

（７）保健所の指示に従い、衛生管理には十分に留意してください。 

 ※ 保健所への一時営業許可申請は出店者において手続きを行ってください。 

 

３ 申込の手続き 

   以下の書類を申込期間に提出してください。 

 

申込期間 

1次申込（締切）：令和元年 7月 22日(月)～8月 6日(火) 

2次申込（締切）：令和元年 8月 7日（水）～8月 16 日（金） 

※一時営業許可申請書のコピーは令和元年 8月 28日（水）まで 

受付時間：8：30～17：00（月曜日から金曜日） 

申込場所：臼杵市観光交流プラザ内 おもてなし観光課  

 

（１）申込用紙（印鑑押印必要） 

  （２）・一時営業許可申請書のコピー（大分県中部保健所へ申請し、印のあるもの） 

○ 開催日時：令和元年９月１５日（日）１１：００～１５：００ 

○ 場  所：八町大路（臼杵市中央通り商店街） 



     申請について不明な点がある場合はおもてなし観光課にお問合せください。 

    ・酒類販売の免許のコピー 

酒類を販売する場合は、税務署へ酒類販売の許可申請手続きが必要となります。 

手続きは出店者の責任において行ってください。（税務署へ申請） 

      ※酒類の販売は、酒類販売の免許を税務署より交付された出店者に限ります。 

 

  （３）誓約書 

      ※書類に不備がある場合は出店をお断りする場合があります。 

※出店申込者と一時営業許可申請者が同じでなければ申請はできません。 

 

４ 出店場所 八町大路内の既存店舗の前を予定しています。 

       （詳細の場所等については、全ての出店者が確定次第ご連絡します。） 

 

５ 出店料 無料 ※但し保健所申請の際の「一時営業許可手数料」は各出店者負担 

 １コマ（横 1.8ｍ×奥行き 2.4ｍ）を基本とします。 

   （テント 2.0ｍ×2.0ｍ）の可能性あり 

 

６ 出店者説明会への出席について 

  出店者説明会には必ず出席し、代理人が出席する場合は必ず事務局へ連絡をしてください。 

 

■１次申込者の出店者説明会  

日 時：令和元年 8 月 7日(水) 15：00～ ※時間厳守 

場 所：サーラ・デ・うすき つまみキッチン 

住 所：大分県臼杵市大字臼杵 210-3  

    

■２次申込者の出店者説明会 

日 時：令和元年 8 月 19日(月) 15：00～ ※時間厳守 

場 所：臼杵市役所 臼杵庁舎 ２階 執行部控室 

住 所：大分県臼杵市大字臼杵 72-1 

 

〇連絡先：臼杵市 おもてなし観光課 TEL0972-64-6080 

 

７ 出店者の代理出店について 

  申込者以外の代理の出店は認めません。また、出店者が名義貸し・転売等を行うなど、本

規約に違反した場合は即時出店を取り消します。 

 

８ 迷惑行為及び規則違反について 

  開催中に出店者が他に迷惑をかけるような行為や規則違反等により退場が必要と認めた

ときは、即時退場していただきます。 



 

 

９ スケジュール及び仕様について 

（１）開催日     令和元年９月１５日（日） 

（２）搬入及び準備  ９：００～１０：３０  

（八町大路交通規制：１０時００分～１６時００分） 

（３）販売時間    １１：００～１５：００（時間が変更になることがあります。） 

  （４）搬出及び片付け １５：００～１６：００ 

  （５）八町大路「市営畳屋町駐車場」側より進入し、指定場所へ荷物を下ろした後は、すみや

かに車を指定駐車場へ移動願います。なお、搬入駐車券を必ず車外から番号・名前が

確認できる位置に常に掲示し、通行時は係員の指示に従ってください。 

  （６）ガスコンロ１個を各店舗に準備します。電気コンセントが必要な場合は申し出くだ

さい。 

（７）抽選会を行いますので、各店舗商品販売時に抽選券を１枚配布して下さい。 

  （８）各ブースのゴミは必ずお持ち帰りください。 

  （９）出店ブースの間口は基本、横 1.8ｍ×奥行き 2.4ｍですが簡易テントを使用するた

め若干異なる可能性があります。 

（１０）長机２台（1.8ｍ×0.45ｍ）と椅子２脚及び店名等を表示するプレートをご用意

します。 

 

１０ その他 

出店スペースに限りがございますので、出店希望者多数の場合には出店できない可能性が

ございますのでご了承ください。 

 

【お問合せ先】 

○ 臼杵市役所 おもてなし観光課  

臼杵市大字臼杵 100-2    TEL: 0972-64-6080 FAX: 0972-63-5388 

e-mail  h-araki@city.usuki.lg.jp 

 ○ 大分県中部保健所 衛生課（一時営業許可申請についてのお問合せ） 

臼杵市 大字臼杵洲崎 72-34 TEL: 0972-62-9171 



出店申込書 

９月１５日（日） １１：００～１５：００ 中央通り商店街 

私は、秋のうすき食フェス～come come ストリート～出店規約に同意し出店を申し込

みます。 

申込み年月日 
 

ふりがな 
 

代表者名 
 

代表者住所 
 

出店店舗名 
（記載された内容が看板名となります） 

ＴＥＬ 
 

ＦＡＸ 
 

Ｅ-mail 
 

取扱商品 

*具体的にご記入ください。 販売価格 

① 円 

② 円 

③ 円 

④ 円 

⑤ 円 

その他使用する設備 ※ガスコンロ１個は事務局が用意します。電気コンセントが必要な場合は申

し出ください。 

例：フライヤー、炭 

 



臼杵市 様 

■  誓約書  ■ 

私は、秋のうすき食フェス～come comeストリート～の出店を希望するにあたり、出店規約を

充分理解のうえ、下記契約事項を厳守することを誓約いたします。 

【 誓約事項 】 

1.私は出店にあたり、出店場所・営業時間などを含めた一切について、事務局の指示に従いま

す。 

2.私は出店にあたり、いかなるときも 周囲への安全に十分注意します。万が一、来場者に怪

我等をさせてしまった場合は、一切の責任を取ります。また、速やかに事務局に報告します 。 

3.私は、通行客や他の出店者に対し、不快を与えるような行為を行いません。 

4.私は出店にあたり、食品衛生に十分注意します。保健所への申請等については、個人の責任

で行い、食中毒やその他事故の一切の責任を取ります。（実行委員会では責任を負いかねま

す。） 

5.私は、ゴミの発生などをできるだけ少なくするように努力し、出店場所付近については責任

をもって整理・清掃します。 

6.私は、実行委員会から借りた備品等は、きれいに使用するとともに、準備・片付けを近隣の

出店者と協力して行います。また、備品等に損害を与えた場合は、実行委員会が相当と認め

る損害額を賠償します。 

7.私は事務局にお届けした事項はすべて事実に間違いなく、これらに変更が生じたときは、速

やかに事務局に連絡します。 

8.上記の事柄以外の問題が発生した場合は、双方の話し合いによって問題解決にあたることを

基本とします。 

【注意事項 】 

1.事務局では、出店の皆さんが気持ちよく 出店をすることができ、安心で円滑なイベントの

ために公正で秩序ある運営を行ってまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

2.出店スペ ースには限りがございますので、出店場所についてご希望に沿えない場合もござ

います 。その際には業種等も考慮のうえ、適宜事務局において公正な方法により出店者を

選定させていただきますのであらかじめご了承の程お願いいたします。 

3.上記誓約事項や出店の諸注意に反した出店者には、即刻退店していただく場合があるととも

に、今後の当団体主催事業への参加をお断りさせていただく場合があります。その場合の出

店者に対して損害が発生しても一切賠償は致しません。 

上記事項の内容を理解した上で、次の通り本誓約書に署名押印いたします。 

令和   年   月   日 

住 所 

店舗名 

氏 名                       印 


